
 令和３年 教育委員会 

 

第２回 定例会 議事日程 
 

                  令和３年２月９日（火） 

 

第１ 協 議 

【 子ども施設課 】 

 （１）千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 

  

第２ 報 告 

【 九段中等教育学校経営企画室 】 

 （１）令和２年度九段中等教育学校適正検査結果 

 

第３ その他 

【 子ども総務課 】 

 （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（２月20日号） 

 



 

学校施設使用条例施行規則一部改正について 

 

１ 改正理由 

  プール入場券については、区内プール開放施設でどこでも利用できるようになっ

ている。（所管課：子ども施設課、生涯学習・スポーツ課、高齢者介護課） 

  しかし、これまで入場券の還付については、各所管課独自で還付処理をしていた。

財政課・総務課及び各所管課で協議し、還付しない方法について統一的な処理方法

を定め、施行規則の一部改正することとしたい。 

 

 【今後の取り扱い】 

（１）当日券 

   ①払戻→購入当日に限り払い戻す。 

 当日券はその日に限り有効であり翌日以降は無効と考え還付しない 

（２）回数券 

①還付→未使用のものに限らず一部使用済みの回数券も還付 

②還付金額算出方法→販売金額－（販売金額÷１０）×使用済み枚数 

  現状の回数券は、11枚で 10回分の値段で販売している。 

 

２ 改正する規則の新旧対照表 

別紙１のとおり 

 

３ 施行期日 

   改正施行規則 

令和 3年 4月１日から施行する。 

教 育 委 員 会 資 料  

令和 3 年 2 月 9 日 

子 ど も 施 設 課 



学校施設使用条例施行規則の一部改正について（案） 

 

１ 経緯 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校施設を含めた区立プール施設について

は、休館をしていたところであるが、休館に伴い、利用者が既に購入している回数券等に

ついて、還付実績が増えている状況にある。 

しかしながら、還付手続きについては、プールを所管する各課においてまちまちの対応

となっている現状があり、その取扱いを統一するため、この度規則を一部改正し対応する。 

 

２ 現状 

 

３ 改正内容 

（１）回数券 

10 枚分の値段で 11 枚つづりとして販売しており、１枚分をサービス券として取

り扱うこととして、その分を差し引いて還付する。 

還付方法 

販売金額－（販売金額÷10）×使用済み枚数 

（２）入場券 

利用日当日購入する入場券についての払い戻しの手続きが、これまで明記されて

いなかったため、あわせて規程を整理する。 

払い戻し方法 

入場券は利用する前に自販機等で購入するのが通常であり、購入した当日に限り

払戻し可能とする。 

 

４ 規則改正案 

  （１）改正案 別紙のとおり 

  （２）施行日 令和３年４月１日 

 

５ 他所管の対応 

   高齢介護課及び生涯学習・スポーツ課においても、規則改正を行い、４月１日から統一   

的な対応を行っていく予定である。  

施設名 所管課 対応例 

《学校施設》 

麹町小、富士見小、千代田

小、昌平小 

生涯学習・スポーツ課 

【区民大人（\4,000）の場合】 

・¥4,000-（\4,000÷11×使用済み枚数） 

・\4,000-（\400×使用済み枚数） 

・未使用の回数券のみ還付 

（一部使用済みの回数券は還付せず） 

和泉小 子ども施設課 

いきいきプラザ一番町 
高齢介護課 

《指定管理者》 

スポーツセンター 
生涯学習・スポーツ課 

《指定管理者》 

《参考》 



議案第●号 

 

千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 

 

千代田区立学校施設使用条例施行規則（昭和62年千代田区教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

新（改正後） 旧（現 行） 

（使用料の還付等） （使用料の還付等） 

第10条 （現行に同じ） 第10条 （略） 

２ 回数券の還付を受けようとする者は、前

項の使用料還付請求書に還付を受けようと

する回数券（表紙が切り離されていないも

のに限る。）を添付しなければならない。 

 

３ 条例第６条ただし書の規定により使用料

を還付しない場合及びその額は、次の各号

に定めるところによる。 

２ 条例第６条ただし書の規定により使用料

を還付しない場合及びその額は、次の各号

に定めるところによる。 

 (１)から(６)まで （現行に同じ）  (１)から(６)まで （略） 

 (７) 入場券の還付を当該入場券を購入し

た日の翌日以降に申し出たとき。 既納

の使用料の全額 

 

 (８) 回数券の還付に当たり、回数券の販

売額から当該販売額を10で除した額に使

用済枚数を乗じて得た額を減じた額が零

以上となる場合に該当するとき。 回数

券の販売額を10で除した額 

 

  備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前

の欄中 

下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を

加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 

令和３年 2 月４日  

千代田区  

九段中等教育学校の受検結果 

～５８３人が受検（受検率９２．４％）～ 
 

昨日（２月３日）、区立中高一貫教育校の「千代田区立九段中等教育学

校」（牧野敦校長）は、令和３年度入学者決定のための適性検査を行いま

した。 

本年１月１３日・１４日に応募のあった６３１人のうち、５８３人が昨

日の適性検査を受検しました。（受検率９２．４％、前年受検率９４．

０％） 

 

■入学者決定実施概要 

日 時：２月３日（水） 

午前８時３０分集合、午前９時開始、午後０時３５分終了 

会 場：九段中等教育学校 

 

■受検者数  

区分Ａ（千代田区民）  

・男：７３人（募集人員４０人）  受検倍率 １．８３倍 

・女：８１人（募集人員４０人）  受検倍率 ２．０３倍 

 

区分Ｂ（千代田区民以外の都民）  

・男：１７７人（募集人員４０人） 受検倍率 ４．４３倍 

・女：２５２人（募集人員４０人） 受検倍率 ６．３０倍 

 

区分Ａ・Ｂ合計 ５８３人  

 

■合格発表 

２月９日（火） 午前８時 九段中等教育学校ホームページに掲載 

午前９時 九段中等教育学校（九段校舎）に掲示 

 

［資料］令和３年度千代田区立九段中等教育学校入学者決定受検状況を添付

します。 

 

［問い合わせ］ 

九段中等教育学校 副校長 盛谷 電話：３２６３－７１９０ 

 

教育委員会資料  

令和３年２月９日  

九段中等教育学校  



男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

Ａ 40 40 80 86 88 174 73 81 154 1.83 2.03 1.93

Ｂ 40 40 80 190 267 457 177 252 429 4.43 6.30 5.36

合計 80 80 160 276 355 631 250 333 583

【参考】

（令和２年度）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

Ａ 40 40 80 97 95 192 92 86 178 2.30 2.15 2.23

Ｂ 40 40 80 232 309 541 220 291 511 5.50 7.28 6.39

合計 80 80 160 329 404 733 312 377 689

（平成３１年度）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

Ａ 40 40 80 96 87 183 87 83 170 2.18 2.08 2.13

Ｂ 40 40 80 227 328 555 212 299 511 5.30 7.48 6.39

合計 80 80 160 323 415 738 299 382 681

応募人員 受検者数(b) 受検倍率(b/a)
区分

令和３年度　千代田区立九段中等教育学校入学者決定　受検状況

受検倍率(b/a)受検者数(b)
区分

募集人員(a) 応募人員

募集人員(a)

区分
募集人員(a) 応募人員 受検者数(b) 受検倍率(b/a)



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

2 9 火 8:00～ 合格発表（HP） 九段中等教育学校

9:00～ 合格発表（掲示） 九段中等教育学校

9:00～ 入学手続き（～15:00） 九段中等教育学校

15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

2 10 水 9:00～ 入学手続き（～12:00） 九段中等教育学校

2 11 木

2 12 金

2 13 土

2 14 日

2 15 月

2 16 火

2 17 水

2 18 木 13:00～ 千代田幼稚園研究発表会 千代田幼稚園

2 19 金

2 20 土

2 21 日

2 22 月

2 23 火

2 24 水 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

2 25 木

2 26 金

2 27 土

2 28 日

1

Administrator
テキストボックス
教 育 委 員 会 資 料令和３年２月９日子 ど も 総 務 課



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

3 1 月

3 2 火

3 3 水

3 4 木

3 5 金

3 6 土 10:00～ 九段中等教育学校卒業式

3 7 日 10:00～ 神田一橋中学校通信教育課程卒業式

3 8 月

3 9 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

3 10 水

3 11 木

3 12 金

3 13 土 10:00～ 保育園卒園式

3 14 日

3 15 月

3 16 火

3 17 水

3 18 木 10:00～ 幼稚園・こども園修了式

　※九段幼稚園のみ10:30～

3 19 金 10:00～ 麹町中学校卒業式

10:30～ 神田一橋中学校卒業式

3 20 土

3 21 日

3 22 月

2



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外
のみ記入

区以外が主催のとき

1 子育て推進課 次世代育成手当の申請を忘れずに 次世代育成手当の受給について

2 子育て推進課 私立認証保育所開設のお知らせ 令和３年４月開所予定の認証保育所の概要のご案内

3 文化振興課 千代田図書館おはなし会 毎月開催している千代田図書館のおはなし会。事前予約制 3月11日11時～
子ども室(区役
所10階）

千代田図書館

4 文化振興課 千代田Web図書館講習会 千代田Web図書館で所蔵する様々な電子書籍の魅力を紹介 3月12日19時～
第一研修室(区
役所9階）

千代田図書館

5 文化振興課
こども体験教室「おうちで手描提灯を
つくろう」

明かりの歴史を学び、各ご家庭でオリジナルの「手描提
灯」を作る

6 文化振興課 千代田図書館　謎解きガイドブック
街歩きをしながらガイドブックを完成させる謎解きイベン
ト

2月19日(金)～3
月5日(金)

千代田図書館 千代田図書館

教 育 委 員 会 資 料
令和３年 ２月 ９日
子 ど も 総 務 課

「広報千代田」
2月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課） 11件

課 件　　　名 事　業　の　概　略
と　き 主催者会場



7 文化振興課
区民講座 「おいしい打楽器アラカル
ト」 打楽器が活躍する楽曲を紹介しながら演奏する

3月13日(土)14時
～15時30分

日比谷図書文化
館

日比谷図書文化
館

8
生涯学習・ス
ポーツ課

令和3年度日曜青年教室受講生募集 令和3年度日曜青年教室の受講生を募集
4月～令和4年3月
の日曜（原則月2

回）

九段生涯学習館
ほか

9
生涯学習・ス
ポーツ課

日曜青年教室ボランティア募集 日曜青年教室のボランティアを募集

4月～令和4年3月
の日曜（原則月2
回）のうち参加

できる日

九段生涯学習館
ほか

10
生涯学習・ス
ポーツ課

千代田区陸上競技選手権大会
区内在住・在勤・在学の日本陸上競技連盟登録者を対象と
した陸上大会

4月11日(日)9時
～

江戸川区陸上競
技場(江戸川区
清新町2-1-1)

千代田区体育協
会

11
生涯学習・ス
ポーツ課

太極拳初心者講習会 区内在住・在勤・在学者を対象とした太極拳講習会

4月13日～5月25
日の毎週火曜
(5/4を除く全6

回)18時30分～20
時

スポーツセン
ター4階集会室C

千代田区体育協
会
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